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国立大学法人の業務方法書の変更案について

国立大学法人の業務方法書の変更については、あらかじめ国立大学法人評価委員会の意

見を聴かなければならないこととされている（国立大学法人法第３５条において準用する、

独立行政法人通則法第２８条第３項）。

このたび２法人から変更の申請があった案件について、国立大学法人評価委員会国立大

学法人分科会業務及び財務等審議会専門部会にご意見をお伺いするものである。

変更内容については以下のとおり。

２法人特定大学技術移転事業への出資を可能とするための変更

京都大学、和歌山大学

国立大学法人法施行規則第８条第１項において、国立大学法人法第２２条第１項第６号に

規定する出資の方法に関する基本的な事項については、業務方法書に記載すべき事項として

定められている。

資料２
国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会

業務及び財務等審議専門部会(第25回) H23.2.25



国立大学法人京都大学業務方法書新旧対照表

現 行 改正案 変更理由

国立大学法人京都大学業務方法書 国立大学法人京都大学業務方法書
京都大学におい

て、国立大学におけ
第１条～第４条 (略） 第１条～第４条 (略） る技術に関する研究

の成果の活用を促進
（出資の方法に関する基本的事項） する事業であって政
第５条 法人は、技術に関する研究の成果の活用を促進す 令で定めるものを実
ることが十分に期待できる場合、国立大学法人法第２２ 施する者に出資する
条第１項第６号及び同施行令第３条の規定に基づき、研 ことができることと
究成果の活用を促進する事業を実施する者に出資するこ するため、所要の改
とができる。 正を行おうとするも

第６条 法人は、出資に関し、国立大学法人法第２２条第２ のである。
項に規定する認可を申請しようとするときは、経営協議
会の審議を経た上で役員会の議を経るものとする。

２ 前項の経営協議会及び役員会については、議事録を作
成し、出資の認可の申請に係る議事の内容を明瞭に記載
するものとする。

附 則
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日から

施行する。
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国立大学法人和歌山大学業務方法書新旧対照表

現 行 改正案 変更理由

国立大学法人和歌山大学業務方法書 国立大学法人和歌山大学業務方法書
和歌山大学におい

て、国立大学におけ
第１条 （略） 第１条 （略） る技術に関する研究
（業務の委託） （業務の委託） の成果の活用を促進
第２条 本学は、国立大学法人法第２２条第１項第１号、第 第２条 本学は、国立大学法人法第２２条第１項第１号、第 する事業であって政
２号、第４号、第５号及び第７号に規定する業務の一部を ２号、第４号、第５号及び第７号に規定する業務の一部を 令で定めるものを実
本学以外の者に委託することにより効率的にその業務を遂 本学以外の者に委託することにより効率的にその業務を遂 施する者に出資する
行することができると認められ、かつ、委託することによ 行することができると認められ、かつ、委託することによ ことができることと
り優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務 り優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務 するため、所要の改
の一部を委託することができる。 の一部を委託することができる。 正を行おうとするも

（出資の方法に関する基本的事項） のである。
第２条の２ 本学は、技術に関する研究の成果の活用を促
進することが十分に期待できる場合、国立大学法人法第２
２条第１項第６号及び同施行令第３条の規定に基づき、研
究成果の活用を促進する事業を実施する者に出資すること
ができる。
（出資の認可申請）
第２条の３ 本学は、出資に関し、国立大学法人法第２２
条第２項に規定する認可を申請しようとするときは、経営
協議会の審議を経た上で役員会の議を経るものとする。
２ 前項の経営協議会及び役員会については、議事録を作
成し、出資の認可の申請に係る議事の内容を明瞭に記載す
るものとする。

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略）

附 則
この業務方法書は、平成 年 月 日から施行し、平成
年 月 日から適用する。
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